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学校法人佐久学園における研究及び研究費の運営・管理の責任体系 

 

最 高 管 理 責 任 者 学 長 

・機関全体の統括、研究(費)の運営及び管理に関する最終責任を負う。 

・研究(費)の運営及び管理が適切に行えるよう統括管理責任者等への指示・命令を行う。 

・不正防止対策の基本方針の策定・周知及び実施状況の進捗管理を行う。 

・コンプライアンス教育や啓発活動において適切なリーダーシップを発揮する。 

統 括 管 理 責 任 者 副学長 

・最高管理責任者を補佐し、研究(費)の運営及び管理の実務上の統括を行う。 

・研究(費)の運営及び管理が適切に行えるようコンプライアンス推進責任者等への指示・命令を行う。 

・不正防止計画の策定及び実施状況の進捗管理を行う。 

コンプライアンス 

推 進 責 任 者 

各学部長・ 

センター長 

・研究(費)の運営及び管理が適切に行えるよう管理下の構成員への指示・命令を行う。 

・管理下の構成員に対する継続的かつ定期的なコンプライアンス教育を実施し、管理を行う。 

・不正防止に向けた継続的かつ定期的な啓発活動を実施する。 

不正防止計画推進部署 研究支援室 ・最高管理責任者の直属部署として、具体的な不正防止計画を実行し、実施状況を管理する。 

研究倫理教育責任者 研究倫理委員長 ・機関内の研究者等に対し、研究倫理教育を定期的に実施し、管理を行う。 

監 査 部 門 監 事 
・不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について、機関全体の観点から確認し、意見を述べる。 

・内部監査部門、不正防止計画推進部署及びその他の関連部署は、監事と連携し、適切な情報提供等を行う。 

内 部 監 査 部 門 
内部監査人 

事務局総務課 

・機関の実態に即して、不正が発生するリスクに対して監査を実施する。 

・不正防止計画推進部署と連携し、実効的な監査を実施する。 

 


